
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１０年９月 

 

移転価格規則 
 

レバラン休暇の数日前に国税総局（DGT）は国税総局移転価格規則(PER-

43/PJ/2010号)を発表しました。 

２０１０年９月６日付のこの規則はインドネシアにおける移転価格の基礎的移転価格

規則と枠組みを提供しています。 規則は関連会社取引を有する納税者が取引の独

立企業の本質を考察するために実施する手順（移転価格スタディー）を提供していま

す。 

• 第一段階は比較分析の実施と、比較対象の決定です。 

• 比較対象が分析および決定された後の、次の段階は適切な移転価格方法の決定
です。 

• 第三段階は前段階での比較対象分析と移転価格方法を考慮し独立企業間価格
を決定します。 

• 最終段階は全ての段階を文書化します。 

 

移転価格規則 

  

特別目的会社による株式もしくは資

産の購入 

 

外国人従業員所得の再測定 

インサイト 
 

税務規則のアップデート 
 



 

 

 

規則の特徴は下記の通りです。 

• 規則は移転価格分析レポートのタイプや書式に関しては規定
していません。原則として、最低でも下記の項目を含む限り

は、レポートのいかなるタイプ及び書式も受け入れられるは

ずです。     

 

a. 詳細な会社概要 

b. 価格決定方針、及び／または、費用配分方針 

c. 比較分析、機能分析の結果、経済情勢、契約書／合意

書の規定、及び事業戦略; 

d. 選択された比較対象取引、及び 

e. 選択された移転価格手法、もしくは移転利益手法の適用

に関する記載 

 
• 規則は独立企業の原則を満たすことを要求する関係会社間
の取引の一覧表を提供しています。一覧表では商品の売買、

資産の使用に基づく収益、サービスの提供、費用配分、及び、

金融商品の形式での資産の移転もしくは取得を網羅的に含

んでいます。借入利息は明白には一覧表に規定されていま

せんが、“金融商品の形式での資産の移転”に関連する費用

もしくは収益と考えられているのかもしれません。 

 

• 一千万ルピア以下の収益もしくは費用を生む関係会社取引に
は上述の手続きの実施は求められておりません。しかしなが

ら、納税者はこれらの免除された取引に関しても、適切な会

計記録の整備要件を満たす必要があることが強調されてい

ます。 

 

• 社内での利用可能なデータ（内部比較）は外部の比較対象よ
りも望まれます。 

 

• 規則は下記の税法で示唆されている五つの移転価格方法の
使用を再確認しています。 

 

a. 独立価格比準法 

b. 再販売価格基準法 

c. 原価基準法 

d. 利益分割法/PSM 

e. 取引単位営業利益法. 

 

独立価格比準法はいくつかの基準を満たすことを前提として、

他の手法に比して最も好ましい手法と考えられています。再

販売価格基準法もしくは原価基準法が独立価格比準法に続

いて二番目に好ましい手法です。 

 

利益分割法もしくは取引単位営業利益法がこの中で最後に

位置します。再販売価格基準法もしくは原価基準法が適切で

ないと考えられる場合のみ、これらの手法を検討することが

可能です。 

 

• 規則は移転価格スタディーの準備を怠ったことに対する罰則
を示唆しておりません。しかしながら、納税者にとって移転価

格スタディーを準備し、維持することは重要です。国税総局

は納税者によって準備された移転価格スタディーのレビュー

が終了後のみ、関連会社間取引に対応する収益及び費用の

調整を行う権限を有します。もし納税者が十分な説明の提供、

及び／または、移転価格スタディーの提示ができない場合、

国税総局はデータや書類及び国税総局が適切であると考え

る移転価格方法に基づいて、独立企業間価格を再決定する

権限が与えられています。 

 

•  インドネシアの納税者に対して国税総局によって行われる移

転価格修正は、取引のインドネシアの相手側の収入もしくは

費用の対応的調整という結果となり得ます。従って、納税者

の収益にかかる移転価格修正は理論上、取引のインドネシ

アの相手側の税額控除の相関的な調整で埋め合わせされま

す。 

 

• この様な相関的調整は取引の相手が他の国の納税者で、相
手側がその国で移転価格調整の対象となった場合にも行わ

れます。しかしながら、これはインドネシア納税者によって自

発的には行われません。 

 

• 法令条項の再確認として、納税者は該当租税条約の規定に
従って、国税総局に相互協議（MAP）の申請を行うことによっ

て税務論争の解決を図ることがでると規則は規定しています。

しかしながら、規則は MAP申請の詳細な手続きについては

記載していません。 

 

• 納税者は国税総局との将来的な移転価格に関する論争を軽
減するため、国税総局に事前確認制度（APA）の申請を考慮

することが可能です。APAは国税総局と関連納税者間もしく

は、国税総局と他国の税務当局間での合意の形で行うこと

が可能です。 

 

• 納税者の会計記録の一環として、移転価格スタディーは、
関連する税務年度から１０年間は保存されなければなり

ません。現行の税法において、同様の要件が全ての会計

書類に適用されます。 
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特別目的会社（ＳＰＣ）の関連会社による購入の代わりに、ＳＰＣ

による株式もしくは資産の購入の潜在的再評価を規定する財務

省規則 140/PMK.02/2010号が２０１０年８月１１日に発行されま

した。 

 

特別目的会社は本業を有しない購入だけを目的として設立され

た会社と定義されています。 

 

この規則では、そのような取引はＳＰＣと特別な関係を有するイン

ドネシア納税者による購入とみなされます。もし、ＳＰＣの関連会

社に認定され、購入金額が適正でないと信じられる場合は、イン

ドネシア納税者は株式、もしくは資産の購入者とみなされます

（みなし実購入者）。 

 

規則で言う株式や資産は、ＳＰＣに販売される前に、みなし実購

入者に所有されている、及び／もしくは、借入契約の担保に差入

られている、もしくはみなし実購入者に対する債権という形式で

の資産に限定されます。 

 

この規則でどのような行動や仕組がが対象となっているのかは、

完全には明確ではありません。しかしながら、インドネシアの会

社にインドネシアの資産を保有するための海外ＳＰＣの導入を牽

制するために制定されたようです。 

 

租税条約管轄地域にＳＰＣが所在する場合、インドネシアの資産

からの収益に関する租税上の取り扱いがインドネシアの会社が

直接所有している場合よりも有利になるような場合があります。 

 

収益がそのようなＳＰＣに支払われる時に適用される租税条約の

条項は財務省規則の条項よりも優先適用されます。   

 

規則は２００８年改訂所得税法の１８条、３b項の租税回避防止

条項に準じて設定されました。   

  

 

２０１０年８月１１日、財務省は外国の企業と特別の関係を有する

インドネシアの雇用主から、インドネシアの税務上の個人居住者

が受領する所得の再測定に関する財務省規則

139/PMK.03/2010号を発行しました。    

 

この規則では、外国人従業員がインドネシアの雇用主から所得

を受領しており、インドネシアの雇用主が外国人労働者の所得の

一部もしくは全てをマネジメントフィーや、テクニカルフィーもしくは

その他のサービスフィー等の支払いの形で関連外国企業に再配

分した場合、収入の金額は国税総局によって、再測定されること

が可能です。  

関連外国企業にそのような支払いとして配分された金額は、外

国人従業員の取得とみなされます。再測定は外国人従業員が受

領すべきだった所得の公正な水準を考慮します。 

 

国税総局はこの規則の実施に関連し、外国人の標準サラリーガ

イドラインを発行することが可能です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 外国人従業員所得の再測定 

特別目的会社による株式もしくは資産の購入 
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